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古志田東遺跡の木製品と文字資料 
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古志田東遺跡
◎平成11年に調査された遺跡で、三面庇を有する３間×
９間の母屋を中心に掘立建物跡７棟で構成する豪族屋
敷。木簡61点、木椀等700点以上を含む多量の木製品
類、500点以上の墨書土器群、特殊な溶液を添付した赤
焼土器など膨大な遺物が検出。

◎特に木簡の中には「□船津運十人」・「□田人廿九人」・
・「□百五十八人」・「狄帯建一斛」といった水田作業や
船の荷降ろしの人員、米の銘柄が表示されてある。

◎遺跡の成立は、９世紀初頭から前半にあたり、10世紀
の初頭頃まで遺跡が存続したと考えられる。
遺跡では、木簡で示すように大規模な農業経営や運河
を管理して交易を行うなど、周辺地域に絶大な影響を及
ぼした人物であったと推測される。
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大浦Ｂ遺跡
◎遺跡の立地
大浦遺跡は掘立川と最上川によって形成された河岸段丘上

に存在するもので、Ａ～Ｄ遺跡の４遺跡群で構成する。

◎遺跡の範囲
大浦遺跡群は南北250ｍ、東西830ｍで北側を旧河川（掘立川）で

隔てられた自然堤防上に立地している。官衙域は東西550ｍ、南
北180ｍの約99,000㎡と推測。

◎遺跡の経緯
８世紀中葉に集落跡として成立。８世紀後半頃、最上川に掘

立川と羽黒川が合流する大浦に官衙を移設。従来の集落は強
制的に移転か。集落の中心に政庁を設け、Ⅱ期に亘って存在
していたが、９世紀に入ると置賜郡の西側開拓を進めることを
目的に郡衙の移設が決定。

9/20/11



2026/4/3

23



2026/4/3

24



2026/4/3

25

大浦遺跡群の変容
○Ⅰ期「８世紀中葉（第２四半期）」
竪穴住居を中心とした中規模集落（２０棟位か）。

○Ⅱ期「８世紀後半（第３四半期）」
集落を強制移転、置賜郡衙を造営。大浦Ｂ遺跡に政庁、東端

の大浦Ｃ遺跡に官人「郡司」居住地を置く。この頃、官衙船着
場の笹原遺跡、大神窯跡・壇山窯跡群が開窯。官衙の西側あ
たりに寺院（街道西下）を建立か。
○Ⅲ期「８世紀末（第４四半期）」
Ⅲ期の建物群が完成。この頃、上浅川に倉庫群が設置され

る。大神窯跡群の最盛期
○Ⅳ・Ⅴ期「９世紀前半（第Ⅰ四半期）」
官衙の移転に伴って、建物群を解体。作業小屋を設置、屋敷

周辺に穴「土壙」や溝を掘り、不要なものを焼却処分する。この
時点で、漆紙文書が土壙に廃棄された。
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新天地への決断
現在の川西町方面に置賜郡衙の移設が決定すると、大浦郡

司らは移転準備をするが、移転を拒む官人の一部（有宗）らは
米沢南部に新たな開拓地を築く。
その新天地が古志田東遺跡で、官衙の移設先が川西町道

伝遺跡と推測している。
有宗らは、未開拓の湿地帯を開拓し、大規模な農業経営を

行っていた。河川を利用しての広域な水運をはじめ、高度な木
工技術を屋敷工房で行い。近隣村とも共存を図りながら祀や
儀式を行っていたことも多量に出土する呪術墨書土器や木製
品等から読み取れる。
律令体制が衰退し行く中で、律令国家を維持しようとする勢

力に抵抗した豪族たちの攻防が垣間見ることができる貴重な
遺跡が古志田東の豪族屋敷である。
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道伝遺跡「置賜最後の官衙跡」
昭和54年から昭和57年まで調査された遺跡。遺跡からは、

二面庇を有する３間×７間の母屋と推測される大型の建物跡
を含め、22棟の建物跡と大溝（運河）や井戸跡などが検出され
ている。遺物も木簡や絵馬を含む木製品の他に墨書土器や硯
などの土器類も出土。
第1号木簡には「寛平八年計収官物□ 去七年料 本倉實五

百卌〔斛ｶ〕□□ 〔前ｶ〕□官物計収如件□□ 」とあり、前年
料「寛平七年（895）」で徴収した官物「米」を国司及び郡司立会
いで本倉（米倉）保管の官物「米」五百卌斛を確認した内容。
置賜郡７郷「置賜・広瀬・屋代・赤井・宮城・長井・（余戸）」を八世紀の
記録（輸租張）で比較すると一年間の中郡納入額に相当する
ことで、この地が郡衙として機能していたことを示している。
道伝遺跡が郡衙として機能するのは９世紀初頭から前半に

相当し、大浦Ｂ遺跡の移転時期、古志田東遺跡の出現時期と
も符号する。
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◎ 要 約
○古志田東遺跡は、置賜郡衙「大浦Ｂ」 の第Ⅳ期に

独立した豪族屋敷。
○屋敷では運河を利用した広域な流通と大規模な農
業経営を行っていた。

○郡衙としての存在は、税収の向上を前提に地域開
発の前進基地としての役割があった。出羽国の誕
生とともに河川の安定と住民との調和を図りながら
置賜郡衙は東から西へと移設を行い地域整備「平
定」して行く。郡衙は、陸奥国時代の屋代郷「Ⅰ期」

（高畠町大在家遺跡）から 出羽国に属すると赤井郷
「Ⅱ期」（南陽市郡山遺跡）→広瀬郷「Ⅲ期」（米沢市
大浦B 遺跡）→置賜郷 「Ⅳ期」（川西町道伝）の少な
くとも四時期の変遷が想定される。
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